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水道経営ビジョンの位置づけ 

近江八幡市水道事業所では、国・市などが策定している各上位計画に加えて、水安全計画やアセットマネ

ジメント計画などの個別計画と整合した水道経営ビジョンを策定しています。 

本水道ビジョンは、公営企業が、将来にわたって安定的に事業を継続していくための中長期的な経営の基

本計画である経営戦略を兼ねるものとなっています。 
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水道経営ビジョン（経営戦略）の改定趣旨 

総務省が公表する「経営戦略策定・改定ガイドライン」において、経営戦略策定後、3～5 年毎に、

計画に対する成果の検証・評価を実施し、より質の高い経営戦略へ改定することが求められています。 

現行の「近江八幡市水道経営ビジョン 2019（計画期間：令和元年度～令和 10 年度）」の見直しにあ

たって、これまでの計画に対する評価や外部環境の変化を踏まえて、新たに計画期間を令和 8 年度～

令和 17 年度として水道経営ビジョンを見直します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

近江八幡市水道事業の現状 

水道事業及び施設の概要 

普及率は 99.8%に達しており、ほぼ市内全域に水道水が給水されています。 

水道の供用開始から 70 年以上が経過しており、管路等の施設の老朽化が進行しています。 
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経営の状況 

令和 6 年度の当年度純利益は 1.8 億円となりました。料金収入で大半の費用を賄えており、一般会

計繰入金がなくとも利益を確保できています。 

 

 

 

 

 

 

 

建設改良費や過去に発行した企業債の償還金といった支出を、収入（企業債等）に加え、補填財源で

補っています 
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◆決算概況 内部留保資金と企業債残高（令和６年度） 

内部留保資金とは、企業債の返済や、建設改良費の自己負担金等、将来の資金不足に備えて、収益的

収支の純利益や、積立金等の水道事業会計に蓄えられた資金です。 

資本的支出を補うために、資本的収入である企業債や繰入金を充当し、まだ不足している部分を内

部留保資金で賄っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆経営指標の類似団体比較 

水道事業の普及率は 100%に近い水準となっており、水道の整備はほぼ完了しています。 

経営の効率性に関する指標についても概ね良好な水準であり、経常収支比率、料金回収率共に 100%

以上の水準を維持しており、供給単価についても、類似団体平均よりも低いことから、水道料金を低い

水準に抑えられています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

経営の健全性に関する指標については、企業債償還元金対減価償却費比率が類似団体平均よりも高

く、企業債償還の負担が大きく、償還のための資金を計画的に確保していく必要があります。給水原価

は類似団体平均よりも低い水準に抑えられており、水道事業を効率的に経営できています。 

一方で管路経年化率は類似団体平均よりも少し高く、管路総延長の４分の１が耐用年数を超過して

おり、老朽化が進行しています。 
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将来の事業環境 

◆前回からの主な変更点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

将来人口の見通し 

国立社会保障・人口問題研究所の将来人口推計と本市人口ビジョンの将来人口に基づき、将来人口

を検討しました。実績の推移等を踏まえて、本市人口ビジョンでの増減率を用いて、将来人口を推計し

た結果、2015 年度の実績から 2050 年度にかけて、▲9,539 人（▲11.7％）の減少が見込まれます。 

また、人口減少に伴って、水道料金の収入も同様に減少することが見込まれます。その一方で、老朽

化対策等で将来の更新投資のために、多額の資金が必要となることから、厳しい経営となることが予

想されます。 
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料金収入の見通し 

前ページの人口の将来推計を用いて、料金収入の将来推計を実施しました。 

料金収入は、20 年後には、令和６年度の水準から人口ビジョンに基づく推計で▲1.4 億円のマイナ

スとなることが見込まれます。 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

物価高騰と受水単価の改定 

昨今の物価上昇・人件費上昇等の影響により、今後は給水原価が増加していくことが見込まれます。 

また、滋賀県企業庁から受水している水道水の単価（受水単価）の改定により、令和９年度に 9.2％

の引き上げが予定されています。加えて、令和13年度にも再度引き上げられる可能性があることから、

水道事業の経営に与える影響は大きなものとなることが予想されます。 

 

将来投資額の見通し 

南海トラフ地震等の災害リスクに備え、R23 年度までを導水、送水、配水本管の基幹管路や避難所・

医療機関へつながる重要管路等の耐震化更新工事を中心に実施し、R24 年度以降は本市策定のアセット

マネジメント計画に基づいて将来投資額を推計しました。 

その結果、R8 年～37 年の 30 年間で総額 247 億円の投資が必要となる見込みです。 

 

重要管路等更新計画 
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企業債残高の見通し 

企業債残高は令和 14 年度に約 61 億円とピークを迎え、令和 21 年度および令和 22 年度に一時的に

増加するものの、後年度の企業債償還金の増加を抑制するために企業債充当率の調整を行うことから、

減少していく見通しです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資金残高の見通し 

見通しの試算では、令和 17 年度以降、目標である 14 億円を下回り、令和 20 年以降は資金不足とな

る見込みです。当面は資金が持つ見込みですが、借入による影響が大きく、将来の投資に対して十分な

内部留保がある状況ではありません。 
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経営の現状分析と将来の事業環境に基づき識別された課題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

近江八幡市水道経営ビジョンの基本理念と経営方針 

水道事業の基本理念について 

水道事業の利用者意識調査での結果、「水道事業ビジョン」作成の手引き、現行の水道経営ビジョン

を踏まえて、「水の安全性」や「災害に強い水道施設づくり」とその前提となる「健全な経営基盤の確

立」などについて、安全・強靭・持続の観点から、経営方針を設定しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目標の実現に向けた方策 

今後の取組施策について 

基本理念と経営方針に基づき、①水源・水質の強化、②施設・管路の強化、③健全な経営の強化の観

点から、これまで様々な取組を検討・実施してきました。水道経営ビジョンの改定にあたっては、状況

や進捗等に応じて、適宜、取組の見直しや新たな取組の必要性について、検討していきます。 
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◆水源・水質の強化 

水源・水質の強化に関して、安全で良質な水をお届けするために、水質の監視や安全性への対策等に

取組んでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆施設・管路の強化 

施設・管路の強化に関して、災害に強い施設・管路の整備のために、アセットマネジメント計画や重

要管路の投資計画に基づき、計画的な更新に取組んでいます。 
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◆健全な経営の強化 

安定した経営を実現していくため、これまで本市水道事業では、以下の取組みを実施してきました。 

これまでの取組みを踏まえ、今後も水道事業の健全な経営を図るため、以下の取組みを進めていく

ことにより、費用縮減・収益増加に努めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆新たな取組 

 

 

 

 

 

 

 

上記の DX 等の新たな取組に加えて、①水源・水質の強化や②施設・管路の強化を図りながら、③健

全な経営の強化の施策にも取り組んでいきます。 

これらの取組施策については、本経営戦略の投資・財政計画のなかに具体的に見込むことができる

ものは反映し、現時点で投資・財政計画に反映させることが難しいものは、今後５年ごとの見直しのな

かで、進捗を確認するとともに、計画への反映を検討していきます。 
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投資・財政計画 

水道事業の経営目標について 

◆投資試算の目標 

災害に強く安定した水道事業を維持していくために、投資に関する目標を下表のとおり、設定しま

した。各指標については、重要管路等更新計画に基づき、計画期間である令和 17 年度及び中間年であ

る令和 12 年度に目標を設定しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆財源試算の目標 

将来にわたって安全な水を供給するために、経営基盤となる財源に関する目標を下表のとおり、設

定しました。水道事業の持続可能な経営を確保するため、料金回収率、経常収支比率はいずれも 100％

を目標と設定しました。内部留保資金残高については、災害等で料金収入が絶たれた際、計画期間内に

おける企業債元金・利子や受水費、委託料等の 1 年当たりの固定経費を賄えるよう、給水収益の 1 年

分に相当する 14 億円を目標と設定しました。 
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投資・財政計画（案）について 

◆当期損益の推計（現状の見通し） 

試算では、当期損益は令和 12 年度以降、赤字となる見込みとなりました。 

令和 9・13 年度の受水単価の改定により損失は大きく悪化します。また、受水単価の改定に加えて、

物価高騰や料金収入の減少により、損失は悪化していく結果となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆料金回収率の推計（現状の見通し） 

試算では、料金回収率は令和 9 年度以降、財源目標である 100.0%を下回り、損益（経常収支比率）

の悪化よりも前に給水に要する費用を料金で回収できなくなる見込みとなりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆経常収支比率の推計（現状の見通し） 

試算では、経常収支比率は令和 12 年度以降、財源目標である 100%を下回る見込みです。 
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◆収益的収支 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆資本的収支 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

使用料改定の必要性について 

現状の見通しの試算では、財源指標がいずれも直近 10 年以内に目標未達となる見込みです。 

今後 10 年間にわたって経営目標を達成するためには、21%程度の料金改定必要という試算となりま

した。 
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使用料改定を実施した場合の投資・財政計画の見込み 

◆当期損益の推計（料金見直し後） 

21%の料金改定を行った場合、直近 10 年間は黒字で推移する見込みです。※料金改定は令和 10 年度

に実施と仮定しています（以下同様）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆料金回収率の推計（料金見直し後） 

21%の料金改定を行った場合、直近 10 年間（令和 9 年除く）は財源目標である料金回収率 100%以上

を維持できる見込みです。 
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◆経常収支比率の推計（見直し後） 

21%の料金改定を行った場合、直近 10 年間は財源目標である経常収支比率 100%以上を維持できる見

込みです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆資金残高の推計（見直し後） 

21%の料金改定を行った場合、資金残高 14 億円以上を一定期間にわたって維持できる見込みです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

近江八幡市水道事業所 上下水道総務課 

〒５２３－０８９３ 近江八幡市桜宮町２１４番地１０ 

                             ＴＥＬ （０７４８）３３－１６６１［代表］ 

                             ＦＡＸ （０７４８）３３－１９３３ 


